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情報公開制度の実施状況
　公開請求とその決定の状況は、表 1 のとおりです。
公開請求の決定に対する不服申立てはありませんでし
た。

個人情報保護制度の運用状況
　市が個人情報を収集等する場合に必要な手続である
収集等の届出の件数は 2,913 件です。また、制度に基
づき例外的に収集の目的範囲を超えて、市の内部で保
有個人情報を利用した目的外利用は 185 件、市以外に
提供した外部提供は13万 2,695 件です。
　自己情報の開示等の請求者数は 7人、請求件数は 12
件です。請求の内容別内訳と開示請求に対する決定等
の内容は、表 2のとおりです。また、不服申立てはあ
りませんでした。

　
行政資料の積極的な利用を
　情報公開コーナー（市役所
6階）では、市の刊行物を中
心とした各種資料などを取り
そろえており、閲覧やコピー
サービス（有料）の利用がで
きます。
※　詳しい内容は、担当課に
　お問合せください。
お問合せ　文書法制課
　　　　　情報公開コーナー　☎21-3649
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　「市民の声」は市政に関するご意見やご
提言などを、お寄せいただく制度です。
　市役所各庁舎等に設置の「市民の声」
専用用紙による投書のほか、ＨＰ、電子
メール、ＦＡＸなどで受け付けています。
※　専用用紙、ＨＰ以外でご提出の際は、必ず「市民の
　声」と記入してください。回答は、提出いただいた
　施設の掲示板およびＨＰで公開しています。
　
「市民の声」の受付状況
　25年度に「市民の声」として寄せられたご意見は
482 件でした。内容区分別の状況は表のとおりです。

25 年度の内容区分別件数　　　　　　 　（単位：件）

※　複数の区分にまたがるものは重複集計しています。
　
市政に反映したご意見等
　「市民の声」に寄せられたご意見等の中から、市政に
反映したものを一部紹介します。
○住居表示に係る証明願について、本人であれば拇印
　ではなく署名で良いのではないか。
→本人確認ができた場合は署名で請求できるよう、取
　り扱いを変更しました。
○「函館市史」デジタル版の記載内容が間違っている。
→ご指摘のとおり修正しました。
　　
お問合せ　広報広聴課　☎21-3630
　　市トップページから「市民の声」で検索

戸籍、税金、国保年金 24 
子育て、教育、スポーツ 36
福祉、保健、医療 65 
生活、市民活動、防犯、防災、消防 32 
ゴミ、環境、緑化、公園 36 
都市整備、道路、交通、上下水道、港湾空港 108 
観光、経済、産業 47 
広報、広聴 5
職員、庁舎管理、選挙、その他 147 
市政に関係のないもの、趣旨が不明確なものなど 14 
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http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031700349/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/jyohou-koukai/

